
 

 

 届 

(出席停止届) 

 

 豊中市立東豊中小学校長 様 

 

   年    組 児童名                      

 

  病名：                       

 

発症日：    月  日  

 

医師からの出席停止指示期間：  

 

  月  日から  月  日までの間の   日  

 

 

医療機関名：           から、主要症状  

が消退し、登校して差し支えないと診断されました  

ので、届けます。  

 

                年   月   日  

                      保護者名             印  

 

(１)届け出方法 

担任に申し出て「届」を受け取る。届は保護者が記入し、登校再開時に担任へ提

出する。 

(２)出席停止となる学校感染症・出席停止期間の目安 

(あくまでも一覧表の出席停止期間は目安であり、医師の指示に従う。) 

感染症名 出席停止期間の目安 

新型コロナウイルス感染症 発症日+５日間、かつ、症状が軽快したあと２４時

間を経過するまで（「症状が軽快」とは、解熱剤を

使用しないでも平熱で、呼吸器症状も改善している

こと）※登校再開にあたり、発症日+１０日間はマ

スク着用をお願いします。 

インフルエンザ 

（Ｈ５Ｎ１を除く） 

発症日+５日間、かつ、解熱した後２日を経過する

まで 

百日咳 特有のせきが消失するまで、または、５日間の抗菌

性物質製剤による治療終了まで 

麻疹（はしか） 解熱した後３日を経過するまで 

風疹（３日ばしか） 発疹が消失するまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 腫れが出た後５日を経過し、かつ全身状態が良好に

なるまで 

水痘（みずぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消退した後２日を経過するまで 

結核  

 

 

 

病状により、医師によって感染のおそれがないと認

めるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎  

腸管出血性大腸菌感染症（O-157等） 

流行性角結膜炎 （はやり目） 

急性出血性結膜炎 

その他の感染症： 

溶連菌感染症 、感染性胃腸炎 、ウイル

ス性肝炎、マイコプラズマ感染症、手足

口病、ヘルパンギーナ、伝染性紅斑（り

んご病）、ＲＳウイルス感染症等 

  ※通常、治療中であれば登校可能な感染症…アタマジラミ、伝染性軟属腫（水いぼ）、伝染性膿痂疹（とびひ） 

※欠席した日数 
(土日祝等、登校日でない日 
はカウントしません) 
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